
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

① 協議会の設立経緯 
耕作放棄地等の再生利用を促進するためには、再整備などの初期投資の負担軽減を図りつつ、耕作放棄地と優良農地を含めて

一定規模以上の面的集積を図り、新規就農者や企業も含め、意欲ある農業者に活用を促すことや、また、狭隘な農地が多い山間地

域においては、集落ぐるみによる農作業の共同化や６次産業化を促進するとともに、都市と農山村の交流の場等の農産物生産以外

の多様な手法による農地利用の促進を図る必要があるものと捉えてきました。 

このような考えに立ち、担い手づくりと耕作放棄地等の再生利用を含めた農地の有効利用の取組みを一体的に進める体制とし

て、市担い手育成総合支援協議会を母体とした耕作放棄地対策協議会を立ち上げました。 

実証ほにおける「サフラン」の栽培 

 

全国初となる貴重な事例を報告していただいた 

ＪＡ南三陸の阿部次長 

福島県耕作放棄地対策協議会では、８月２４日に湯川村の会津農業共済組合

で、県、会津地方遊休農地活用推進会議との共催により「耕作放棄地活用推進セミ

ナー」を開催しました。当日は、県内の各地域耕作放棄地対策協議会、農業関係団

体担当者や農業者など約９０人の出席がありました。 

 今回のセミナーでは、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の影響で作付

けができなくなっている農地の代替として、各地域にある耕作放棄地の活用を推進

するため、国の耕作放棄地再生利用交付金による支援策等について説明したほ

か、宮城県南三陸町で取り組まれている「被災者支援実証ほ」及び会津美里町にお

ける被災者支援策についての事例が報告されました。 

 南三陸町における「被災者支援実証ほ」設置で取りまとめ役となったＪＡ南三陸営

農生活部 阿部次長は、事例報告の中で「津波の被害を受けた農業者が営農を再

開しようとするだけでも大きなエネルーギーが必要。特に耕作放棄地を再生してとな

るとさらに苦労が大きい。誰か本気になって支援してくれる人が必要。」と話してくだ

さいました。 

 皆さんの地域でも営農再開を考えている被災者の方がいらっしゃったら、まずは

相談に乗っていただきたいと思います。 

 

③ 特徴的な取組み 
平成 21年度から 22年度にかけて、旧市町村単位（5地区、9.1ha）で農地の面的

集積と地域特性を活かした耕作放棄地解消モデル実証ほを設置しました。 

② 今年度の取組み状況 
地域の担い手において、今年中に 4ha 程度の耕作放棄地を解消したい意向があ

ることから、関係機関と連携を図り、再生利用に対する支援をする予定です。 

④ 次年度以降の抱負・活動展開予定 
市内の耕作放棄地は点在しているケースが多いため、耕作放棄地と優良農地を

含めた一定規模以上の面的集積を図り、関係機関一体となって農地の利用集積を

強力に推進していきたいと考えています。 

を開催しました!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃より耕作放棄地対策の推進にご尽力頂き、厚くお礼申し上げます。本号から編集担当が

代わりました。皆様の取組みに少しでも役立つような情報を発信していきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いいたします。 

※今後「農地再生レインボー通信」の配信を希望される方は、 

nosonsh i nko@pre f . f ukush ima . jp までご連絡ください。 

今
後
の
耕
作
放
棄
地
活
用
の
展
開
に
つ
い
て 

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
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一
旦
、
耕
作
放
棄
地
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
再
生
す
る
ま
で
に

大
変
な
手
間
が
か
か
り
ま
す
。 

地
域
の
農
業
者
が
高
齢
化
し
て
営
農
が
困
難
に
な
る
と
、
優
良

農
地
が
耕
作
放
棄
地
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

そ
う
な
る
前
に
、
農
業
者
か
ら
相
談
し
て
も
ら
い
、
農
地
を
ス

ム
ー
ズ
に
引
き
継
げ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

現
在
も
、
数
件
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

耕
作
放
棄
地
を
活
用
し
て
農
業
に
参
入
し
た 

き
っ
か
け
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 
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厳
し
い
農
業
情
勢
を
反
映
し
、
耕
作
放
棄
地
の
活
用
に
つ
い
て

地
域
の
農
業
者
か
ら
区
長
で
あ
る
父
の
と
こ
ろ
に
相
談
が
多
く

寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

私
と
し
ま
し
て
は
、
地
域
の
優
良
農
地
が
荒
れ
て
い
く
こ
と
は

大
変
残
念
で
あ
り
、
農
業
へ
の
参
入
に
よ
り
雇
用
対
策
に
も
な
る

こ
と
か
ら
、
農
業
部
門
へ
の
参
入
を
決
意
し
ま
し
た
。 

農
業
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

・
・
・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・・
・ 

 

昨
年
か
ら
、
周
辺
の
農
地
５
０
ア
ー
ル
を
借
り
て
自
社
の
社
員

と
と
も
に
秋
冬
ネ
ギ
の
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。 

今
年
は
こ
れ
を
８
０
ア
ー
ル
に
拡
大
し
、
今
後
は
４
０
ア
ー
ル
の

夏
秋
ネ
ギ
に
も
取
り
組
む
計
画
で
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。 

収
穫
し
た
ネ
ギ
は
Ｊ
Ａ
い
わ
き
市
を
中
心
に
出
荷
す
る
予
定

で
、
現
在
、
「
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
」
の
申
請
中
で
す
。 

（有）ベストクリーン 代表取締役 

渡邉 哲也 氏 

～県協議会からのお知らせ～ 

◎ 東日本大震災や原発事故で避難されている方々が避難先などの耕作放棄地を利用して

営農を再開する取組みを支援するため、今年度から「被災者支援実証ほ」を設置することが
出来るようになりました。７月に入って、県内はもとより県外へ避難された農家の方からも多

数の問い合わせをいただいています。避難者を受入れている市町村の地域協議会におかれまし

ては、被災された農家の方から問合せ等がありましたら県協議会へも御一報ください。 

～福島県からのお知らせ～ 
◎ 県では、失業者等求職者の新規雇用による耕作放棄地の再生利用等の業務を委託し、耕作放棄

地の再整備から、地域振興作物等の導入による営農定着に至るまでの先導的な経営モデルを実

証する事業（耕作放棄地再生モデル事業）を実施しており、今年度の受託業者を追加募

集します。詳しくは、県の各農林事務所（農業振興普及部）までお問い合わせください。 

いわき市植田町で企業等参入実践活動支援事業に取り組む、 

にインタビューしました!! 


